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国民健康保険事業特別会計決算　直診勘定
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令
和
元
年
度
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
は
、
9
月
15
日

に
第
５
回
野
迫
川
村
定
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会
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

※
表
記
で
き
な
い
項
目
が
あ
る
た
め
、合
計
と
合
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一 般 会 計 決 算

特 別 会 計 決 算

国民健康保険事業特別会計決算　事業勘定

単位：千円

単位：千円

歳 入
1,588,828千円

歳 出
1,545,140千円

歳 入
59,606千円

歳 出
58,707千円

歳 出
62,804千円

歳 入
62,990千円

村税　70,569 
諸収入　11,459

地方交付金
794,044 

繰越金 
115,291

繰入金 
31,000

村債 
147,409

国庫支出金 
88,873

分担金及び負担金 
4,035

議会費　33,457

教育費
81,742 

消防費
79,043

固定資産税
50,830

村民税
17,685

軽自動車税
1,713

市町村たばこ税
341

総務費
302,895

衛生費
89,585

国民健康保険税
6,221

県支出金
45,369

総務費
4,365諸支出金

9,875 保健事業費
262

保険給付費
35,339

国民健康保険事業費納付金
8,865

診療収入
23,884

総務費
45,712

医業費
16,544

使用料及び手数料
23

繰入金
7,659 

繰越金
301

諸収入
55 

農林水産商工費
167,932 

土木費
181,834

災害復旧費
203,047

公債費
282,427 

民生費
123,178

使用料及び手数料 
18,777 

地方譲与税 24,224 
利子割交付金 54 
配当割交付金 375 
株式等譲渡所得割交付金 216 
自動車取得税交付金 2,367 
地方特例交付金 273 
地方消費税交付金 8,441

財産収入 876 
寄附金 10,790

村税の内訳
　70,569千円

繰入金
37,747

繰越金
1,049

公債費
548

県支出金 
259,755

諸収入　224
交付金　63
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後期高齢者医療事業特別会計決算

代替バス事業特別会計決算

介護保険事業特別会計決算

温泉事業特別会計決算

簡易水道事業特別会計決算

特 別 会 計 決 算 単位：千円

歳 入
11,026千円

歳 入
16,353千円

歳 入
76,684千円

歳 入
1,000千円

歳 入
54,380千円

歳 出
10,456千円

歳 出
16,229千円

歳 出
74,596千円

歳 出
1,000千円

歳 出
54,203千円

後期高齢者
医療保険料
4,317

後期高齢者医療広域連合納付金
9,969 

繰入金
5,650

保健事業費
426 

繰越金
454 

諸収入 604

総務費
58

保険料
10,128

国庫支出金
23,215

支払基金交付金
18,809

総務費
3,521

諸支出金 182

保険給付費
59,098

地域支援事業費
11,796

県支出金
10,465

繰入金
13,317 

繰越金
750

使用料及び手数料 3,375

国庫支出金
10,000

県支出金
529

繰入金
17,500

村債
22,500

繰越金
477

水道事業費
43,604

公債費
10,599

村営バス事業費
16,229

繰出金
1,000

使用料及び手数料
1,434

使用料及び手数料
1,000

繰入金 14,250

繰越金 670

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、

財政健全化判断比率を公表します。
令和元年度　健全化判断比率報告書

健全化判断比率 平成３０年度 令和元年度 早期健全化基準（※）
①実質赤字比率 ―％ ―％ 15%
②連結実質赤字比率 ―％ ―％ 20%
③実質公債費比率 9.5％ 11.8％ 25%
④将来負担比率 20.7％ 12.1％ 350%

令和元年度　資金不足比率報告
特別会計の名称 資金不足比率（％）

簡易水道事業 ―
温泉事業 ―

簡易水道事業、温泉事業ともに資金不足
ではありません。

（3） 令和２年10月



議会の動き
令和２年９月
第５回定例議会

　令和２年９月第５回定例議会が８日に召集され、１５日に報告１件、議案２０件、諮問１件、意見書１件、計
２３件が次のとおり議決されました。

報告第１８号　財政健全化判断比率について
議案第３０号　過疎地域自立促進市町村計画（変更）について
議案第３１号　野迫川村情報公開条例の一部を改正する条例について
議案第３２号　野迫川村個人情報保護条例の一部を改正する条例について
議案第３３号　野迫川村特定個人情報保護条例の一部を改正する条例について
議案第３４号　野迫川村立学校設置条例の一部を改正する条例について
議案第３５号　野迫川村教育委員会教育長の任命について
議案第３６号　野迫川村教育委員会委員の任命について
議案第３７号　令和元年度野迫川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第３８号　令和元年度野迫川村後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第３９号　令和元年度野迫川村介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第４０号　令和元年度野迫川村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第４１号　令和元年度野迫川村代替バス業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第４２号　令和元年度野迫川村温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第４３号　令和元年度野迫川村分収造林事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第４４号　令和元年度野迫川村一般会計歳入歳出決算認定について
議案第４５号　令和２年度野迫川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第２号）
議案第４６号　令和２年度野迫川村後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）
議案第４７号　令和２年度野迫川村介護保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）
議案第４８号　令和２年度野迫川村代替バス事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）
議案第４９号　令和２年度野迫川村一般会計歳入歳出補正予算（第８号）
諮問第２号　　人権擁護委員候補者の推薦について　
意見書第２号　 新型コロナウィルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意

見書について

一般質問　平阪議員
野迫川村総合計画２０２０「のせがわスマイルプラン」について
　「のせがわスマイルプラン」は村の将来像を示されたものです。プランのなかでも「人口減少に歯止めをかけること」
を重要課題と位置づけとされています。現在の人口減少を食い止め増やすための施策として、どのように考えてお
られますか。また他事業導入等は検討されていますか。

⻆谷村長回答　
　野迫川村の人口については、令和２年８月３１日現在３５５人であり、人口減少は急速に進んでいます。
そこで、本村では本年３月に「人口減少に歯止めをかけること」を重要課題と位置づけた、野迫川村総合計画
２０２０「のせがわスマイルプラン」を策定し、様々な施策に取り組んでいます。
　その中の１つとして、本村では「地域おこし協力隊事業」を推進しています。現在、地域おこし協力隊として、「食
の６次産業」に１名、「特産品高野槇」の従事者として２名、「原木しいたけ栽培」に１名の計４名の若者が各地区
に分かれて地域おこし協力隊として野迫川村に移住し、活躍しています。
　また、昨年度から運営している移住・定住促進施設「ぶなの森」では、現在、村内で勤務する３名の方が施設を利用し、
村での生活を体験されています。
　これらの事業は、一定期間、仕事や住まいなどを提供することによって、村外の方に、村での生活を経験いただき、
近い将来の定住を促すものです。
　今後は、先ほど申した、「高野槇」や「原木しいたけ」の栽培に加え、商品の加工や販売促進など６次産業化にも
力を入れて、就業機会を増やす取組を進めてまいります。
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祝　敬　老

　今年も８０歳・９０歳を迎えられた方々と金婚式を迎えられたご夫婦に記念品を贈呈しました。

今後もお元気でお過ごしください。

【敬称略】

９０歳を迎えられた方

林谷喜一（弓手原）

林谷割子（弓手原）

上垣内正子（上）

増谷将行（北今西）

小川ヨシコ（中）

吉野二六子（北股）

辻内真砂（中）

中本完治（北股）

松阪行光（今井）

辻本義文（北股）

松阪靜加（今井）

近西壽代（池津川）

８０歳を迎えられた方々

中本幸弘・福子
（北股）

津田安偉・照子
（大股）

金婚式を迎えられた方々

（5） 令和２年10月

おめで
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戦没者追悼式

教育長選任 教育委員任命

　令和２年度野迫川村戦没者追悼式が９月２４日（木）野迫川村山村振興センターにおいて、

野迫川村遺族会関係者が参列し厳粛に執り行われました。今年は新型コロナウイルス感染症

対策を行い、規模を縮小しての開催でしたが、参列者一同、ご英霊に対してご冥福をお祈りし、

改めて真の世界平和と心豊かに暮らせる社会の実現を誓いました。

　令和２年９月３０日をもって野迫川村教

育長職の任期満了を迎える中迫喜昭氏（北

今西）は、９月定例議会で選任同意を得て

再任されました。

　また、１０月１日に村長より辞令書が交

付されました。

　令和２年９月３０日をもって教育委員の

任期満了を迎える久保直次氏（弓手原）は、

９月定例議会で任命同意を得て再任されま

した。

　１０月１日に村長より辞令書が交付され

ました。

令和２年10月 （6）



秋の交通安全県民運動

交通安全功労者表彰

認知症サポーター養成講座

　９月２１日から９月３０日までの１０
日間、秋の交通安全県民運動が実施され
ました。２３日の朝には、交通安全協会
の方々がドライバーに交通安全グッズを
配布し、シートベルトの着用・安全運転
の呼びかけを行いました。この機会にも
う一度自分の運転を見直し、交通ルール
を守り安全運転に努めましょう。

　９月２１日から実施された、秋の交通
安全県民運動において交通安全協会野迫
川分会長である別所久男氏（北股）が交通
安全功労者表彰を受賞されました。
　別所氏は、永きに渡り交通安全協会役
員として交通安全意識の高揚推進と交通
事故防止の活動に貢献された功績により、
奈良県警察本部長並びに奈良県交通安全
協会長より賞状が贈られたものです。

　９月１１日（金）地場産業振興センターにおいて、認知症サポーター養成講座を実施しまし
た。
　講師としてキャラバンメイトの西田嘉江氏をお
招きして、映像やパワーポイントを使って講演を
していただきました。
　参加者から「認知症についての知識が深まり、
今後の生活に役立てていきたい」などの前向きな
意見が多くみられました。今回の講演に参加でき
なかった方、興味がある方は役場住民課までご連
絡ください。

（7） 令和２年10月



国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。
　控除の対象となるのは、令和２年中（令和２年１月１日から令和２年１２月３１日）に納められた保険
料の全額です（令和２年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料、ご家
族（配偶者やお子様等）の負担すべき分を支払った保険料も控除の対象となります）。
　本年中に納付した国民年金保険料について控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支
払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
　添付書類である「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は日本年金機構から、下記スケジュール
で対象者宛に発送されますので、お手元に届きましたら大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用し
てください。

発送時期 対象者

令和２年１１月上旬
令和２年１月１日から令和２年９月３０日までの間に国民年金保険料を
納付された方

令和３年２月上旬

令和２年１０月１日から令和２年１２月３１日までの間に国民年金保険
料を納付された方
※ 令和２年１月１日から令和２年９月３０日までの間に国民年金保険料

を納付された方は除きます。
　国民年金制度は、税法上とても有利なだけでなく、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強
い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう！

令和２年10月 （8）



奈良県・市町村土木職員採用共同試験の実施のお知らせ

五條警察署からのお知らせ

　野迫川村と奈良県の土木技術職員の採用共同試験です。

【第１次筆記試験日】　１２月６日（日曜日）

【第１次筆記試験会場】　奈良県奈良総合庁舎又は奈良県自治研修所

【試験科目】　教養・土木専門試験

【対象】　Ⅰ種：平成３年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた人

試験案内は、下記ＨＰからダウンロードまたは、野迫川村役場、警察署、県人事委員会事務局、

県庁人事課、県内各総合庁舎などで配布。

　申込み　インターネットで、１１月２日　午前９時～１１月２４日正午まで

　問合せ　県人事委員会事務局　ＴＥＬ０７４２ｰ２０ｰ４４３０

　　　　　　　　　　　　　　　（http://www.pref.nara.jp/42115.htm)

　　　　　野迫川村総務課　　　ＴＥＬ０７４７ｰ３７ｰ２１０１

　警察署・分庁舎における「交通許認可業務」の受付時間一部変更について

１　変更年月日　令和２年１１月２日（月）～

２　受付時間

　　（１）現行　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

　　（２）変更後　午前８時３０分から午後４時００分まで

３　受付時間変更の対象業務

　　（１）自動車保管場所証明申請

　　（２）道路使用許可申請

　　（３）道路協議、意見照会など

　　（４）駐車禁止、通行禁止除外指定申請

　　（５）制限外・設備外等積載許可申請

　　（６）その他、交通関係の許認可申請

４　その他

　　運転免許所の更新や記載事項変更手続き等については変更ありません。

（9） 令和２年10月



「ブラチスラバ　世界絵本原画展」との連携展示
「天空の國　のせ川モノがたり」を開催します。

　「ブラチスラバ世界絵本原画展」が、

下記期間中、奈良県立美術館で開催さ

れます。

　この原画展では、昨年スロバキア共

和国で開催された世界最大規模の絵本

原画コンクール「ブラチスラバ世界絵

本原画展２０１９」の受賞作品や日本

からの参加作品等が展示されます。

　併せて、スロバキア共和国ビソケ・

タトリ市と姉妹都市協定を結ぶ本村も、

「天空の國　のせ川モノがたり」を連携

展示し、写真家　梅本隆氏の作品など

を通じて、村の魅力を紹介します。

ご興味のある方は、招待券（約１００

枚程度）を用意しておりますので、役

場（総務課）へお問合せの上、ぜひご

来館ください。

記

特 別 展　「ブラチスラバ世界絵本原画展」との連携展示「天空の國　のせ川モノがたり」

展示期間　１０月１７日（土）～１２月１３日（日）　

　　　　　原則月曜は休館。但し、１０／２６、１１／２、１１／９、１１／２３は開館。

　　　　　１１／２４（火）は休館。

場　　所　奈良県立美術館（奈良市登大路町１０－６）　ｔｅｌ：０７４２ｰ２３ｰ３９６８　　

開館時間　９時～１７時（入館は１６時３０分まで）

令和２年10月 （10）
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後期高齢者医療保険料（普通徴収）の納期限は
１１月２日（月）です

介護保険料（普通徴収）の納期限は
１０月２６日（月）です

村県民税（普通徴収）の納期限は
１１月２日（月）です

　令和２年度後期高齢者医療保険料（第４期）の納期限は１１
月２日（月）です。この日までに役場窓口や、郵便局・銀行等
で納付をお願いします。
　また、口座振替の引落しもこの日に行います。
　口座預金の準備をお願いします。

　令和２年度介護保険料（第５期）の納期限は１０月２６日（月）
です。この日までに役場窓口や、郵便局・銀行等で納付をお願
いします。
　また、口座振替の引落しもこの日に行います。
　口座預金の準備をお願いします。

　令和２年度村県民税（第３期）の納期限は１１月２日（月）です。
この日までに役場窓口や、郵便局・銀行等で納付をお願いします。
　また、口座振替の引落しもこの日に行います。
　口座預金の準備をお願いします。

（11） 令和２年10月



野迫川保・小・中合同運動会

人口／９月３０日現在　■世帯数　２１２戸　■人口　３５４人　■男　１６８人　■女　１８６人

野迫川保・小・中合同運動会
　９月２６日（土）「元気スマイル☆～ Enjoy! 野迫川運動会～　The best winners is the
one who has fun!（楽しんだひとが一番の勝者）」をテーマに、野迫川保・小・中合同運動会
が野迫川小・中学校のグランドで開催されました。
　運動会当日は幸いにも昨日までの雨が降りやみ、子どもたちは元気いっぱい笑顔でグランド
を駆け回り、みんなで力を合わせて頑張っていました。
　今年度は全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大についての現状から、半日開催にし、村
民の皆様には参加のご遠慮をいただいた状況でしたが、子どもたちと保護者の方が一体となっ
て「最高の一日」を作り上げていました。
　来年度は村民の皆様とともに秋空の下で運動会を楽しむことができるよう、新型コロナウイ
ルス感染症が収束することを願っています。

令和２年10月 （12）
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